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（
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
活
動
等
及
び
武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
追

加
議
定
書
（
議
定
書
Ⅰ
）
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

こ
の
追
加
議
定
書
は
、
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
作
成
後
の
植
民
地
独
立
の
動
き
、
軍
事
技
術

の
発
達
等
に
よ
り
武
力
紛
争
の
形
態
が
多
様
化
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
十
二
年
）
に
同
諸
条
約
を
補
完

し
及
び
拡
充
す
る
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
を
一
層
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
傷
病
者
、
捕
虜
、
文
民
等
の
保
護
並
び
に
戦
闘
の
方
法
及
び
手
段
の
規
制
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
追
加
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
百
二
箇
条
及
び
二
の
附
属
書
か
ら
成
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
議
定
書
は
、
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
（
以
下
「
諸
条
約
」
と
い
う

）
を
補
完
す
る

。

も
の
で
あ
り
、
諸
条
約
の
そ
れ
ぞ
れ
の
第
二
条
に
共
通
し
て
規
定
す
る
締
約
国
間
の
武
力
紛
争
及
び
占
領
の
事
態
に
つ
い
て

適
用
す
る
。
こ
の
事
態
に
は
、
国
際
連
合
憲
章
並
び
に
国
際
連
合
憲
章
に
よ
る
諸
国
間
の
友
好
関
係
及
び
協
力
に
つ
い
て
の

国
際
法
の
諸
原
則
に
関
す
る
宣
言
に
う
た
う
人
民
の
自
決
の
権
利
の
行
使
と
し
て
人
民
が
植
民
地
支
配
及
び
外
国
に
よ
る
占

領
並
び
に
人
種
差
別
体
制
に
対
し
て
戦
う
武
力
紛
争
を
含
む
。
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二
、
紛
争
当
事
者
は
、
紛
争
の
開
始
の
時
か
ら
、
利
益
保
護
国
の
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
諸
条
約
及
び
こ
の
議
定
書

に
つ
い
て
監
視
し
及
び
こ
れ
ら
を
実
施
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
義
務
を
負
う
。

三
、
す
べ
て
の
傷
者
、
病
者
及
び
難
船
者
は
、
い
ず
れ
の
締
約
国
に
属
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
尊
重
さ
れ
、
か
つ
、
保

護
さ
れ
る
。

四
、
医
療
組
織
は
、
常
に
尊
重
さ
れ
、
か
つ
、
保
護
さ
れ
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
攻
撃
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

紛
争
当
事
者
は
、
自
己
の
固
定
さ
れ
た
医
療
組
織
の
位
置
を
相
互
に
通
報
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
。

五
、
軍
の
医
療
要
員
以
外
の
医
療
要
員
及
び
軍
の
宗
教
要
員
以
外
の
宗
教
要
員
は
、
尊
重
さ
れ
、
か
つ
、
保
護
さ
れ
る
。

六
、
傷
者
、
病
者
、
難
船
者
、
医
療
用
輸
送
手
段
等
、
こ
の
議
定
書
の
第
二
編
の
規
定
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
者
及
び
物
に
対

す
る
復
仇
は
、
禁
止
す
る
。

七
、
医
療
用
車
両
、
医
療
用
船
舶
等
の
医
療
用
輸
送
手
段
は
、
諸
条
約
及
び
こ
の
議
定
書
に
お
け
る
移
動
す
る
医
療
組
織
と
同

様
の
方
法
に
よ
り
尊
重
さ
れ
、
か
つ
、
保
護
さ
れ
る
。
医
療
用
航
空
機
は
、
こ
の
議
定
書
の
第
二
編
の
規
定
に
よ
り
尊
重
さ

れ
、
か
つ
、
保
護
さ
れ
る
。

八
、
い
か
な
る
武
力
紛
争
に
お
い
て
も
、
紛
争
当
事
者
が
戦
闘
の
方
法
及
び
手
段
を
選
ぶ
権
利
は
、
無
制
限
で
は
な
い
。
過
度
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の
傷
害
又
は
無
用
の
苦
痛
を
与
え
る
兵
器
、
投
射
物
及
び
物
質
並
び
に
戦
闘
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
は
、
禁
止
す
る
。

九
、
背
信
行
為
に
よ
り
敵
を
殺
傷
し
又
は
捕
ら
え
る
こ
と
は
、
禁
止
す
る
。

十
、
紛
争
当
事
者
の
軍
隊
は
、
内
部
規
律
に
関
す
る
制
度
、
特
に
武
力
紛
争
の
際
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
の
諸
規
則
を
遵
守
さ

せ
る
内
部
規
律
に
関
す
る
制
度
に
従
う
。
紛
争
当
事
者
の
軍
隊
の
構
成
員
は
、
戦
闘
員
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
敵
対
行
為
に

直
接
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
。

十
一
、
戦
闘
員
で
あ
っ
て
敵
対
す
る
紛
争
当
事
者
の
権
力
内
に
陥
っ
た
も
の
は
、
捕
虜
と
す
る
。
戦
闘
員
は
、
文
民
た
る
住
民

を
敵
対
行
為
の
影
響
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
攻
撃
又
は
攻
撃
の
準
備
の
た
め
の
軍
事
行
動
を
行
っ
て
い
る

間
、
自
己
と
文
民
た
る
住
民
と
を
区
別
す
る
義
務
を
負
う
。

十
二
、
紛
争
当
事
者
は
、
文
民
た
る
住
民
及
び
民
用
物
を
尊
重
し
及
び
保
護
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
文
民
た
る
住
民
と

戦
闘
員
と
を
、
ま
た
、
民
用
物
と
軍
事
目
標
と
を
常
に
区
別
し
、
及
び
軍
事
目
標
の
み
を
軍
事
行
動
の
対
象
と
す
る
。

十
三
、
文
民
た
る
住
民
及
び
個
々
の
文
民
は
、
軍
事
行
動
か
ら
生
ず
る
危
険
か
ら
の
一
般
的
保
護
を
受
け
、
攻
撃
の
対
象
と
し

て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
民
用
物
は
、
攻
撃
又
は
復
仇
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

十
四
、
文
化
財
及
び
礼
拝
所
を
対
象
と
す
る
敵
対
行
為
を
行
い
、
軍
事
上
の
努
力
を
支
援
す
る
た
め
に
利
用
し
又
は
復
仇
の
対
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象
と
す
る
こ
と
は
、
禁
止
す
る
。

十
五
、
戦
闘
の
方
法
と
し
て
文
民
を
飢
餓
の
状
態
に
置
く
こ
と
及
び
文
民
た
る
住
民
の
生
存
に
不
可
欠
な
物
を
攻
撃
し
、
破
壊

し
、
移
動
さ
せ
又
は
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
禁
止
す
る
。

十
六
、
自
然
環
境
に
対
し
て
広
範
、
長
期
的
か
つ
深
刻
な
損
害
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
り
住
民
の
健
康
又
は
生
存
を
害
す
る
戦
闘

の
方
法
及
び
手
段
の
使
用
は
、
禁
止
す
る
。

十
七
、
危
険
な
力
を
内
蔵
す
る
工
作
物
等
、
す
な
わ
ち
、
ダ
ム
、
堤
防
及
び
原
子
力
発
電
所
は
、
こ
れ
ら
の
物
が
軍
事
目
標
で

あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
攻
撃
に
よ
っ
て
文
民
た
る
住
民
の
間
に
重
大
な
損
失
を
も
た
ら
す
と
き
は
、
攻
撃
の
対
象
と
し
て

は
な
ら
な
い
。

十
八
、
紛
争
当
事
者
が
無
防
備
地
区
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
、
手
段
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
禁
止
す
る
。
紛
争
当
事
者
の
適
当
な

当
局
は
、
軍
隊
が
接
触
し
て
い
る
地
帯
の
付
近
又
は
そ
の
中
に
あ
る
居
住
地
区
で
あ
っ
て
敵
対
す
る
紛
争
当
事
者
に
よ
る
占

領
に
対
し
て
開
放
さ
れ
る
も
の
を
、
無
防
備
地
区
と
し
て
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
九
、
軍
の
文
民
保
護
組
織
以
外
の
文
民
保
護
組
織
及
び
そ
の
要
員
は
、
こ
の
議
定
書
の
規
定
に
基
づ
き
尊
重
さ
れ
、
か
つ
、

保
護
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
絶
対
的
な
軍
事
上
の
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
警
報
の
発
令
、
避
難
の
実
施
、
避
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難
所
の
管
理
、
救
助
、
応
急
医
療
そ
の
他
の
医
療
等
の
文
民
保
護
の
任
務
を
遂
行
す
る
権
利
を
有
す
る
。

二
十
、
女
子
及
び
児
童
は
、
特
別
の
尊
重
を
受
け
る
。

二
十
一
、
締
約
国
及
び
紛
争
当
事
者
は
、
諸
条
約
及
び
こ
の
議
定
書
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
す
る
た
め
、
遅
滞
な
く
す
べ
て
の

必
要
な
措
置
を
と
る
。

二
十
二
、
紛
争
当
事
者
は
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
が
人
道
的
任
務
を
遂
行
で
き
る
よ
う
可
能
な
す
べ
て
の
便
益
を
与
え
る
と
と

も
に
、
そ
の
他
の
人
道
的
活
動
を
行
う
団
体
に
対
し
て
必
要
な
便
益
を
与
え
る
。

、

、

、

。

二
十
三

締
約
国
は

平
時
に
お
い
て
武
力
紛
争
の
際
と
同
様
に

自
国
に
お
い
て
諸
条
約
及
び
こ
の
議
定
書
の
周
知
を
図
る

二
十
四
、
こ
の
議
定
書
に
対
す
る
違
反
行
為
及
び
重
大
な
違
反
行
為
の
防
止
に
つ
き
諸
条
約
の
関
連
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
並
び
に
こ
の
議
定
書
に
対
す
る
重
大
な
違
反
行
為
等
に
つ
い
て
定
め
る
。

二
十
五
、
締
約
国
及
び
紛
争
当
事
者
は
、
軍
の
指
揮
官
に
対
し
、
諸
条
約
及
び
こ
の
議
定
書
に
対
す
る
違
反
行
為
を
防
止
す
る

こ
と
、
こ
れ
ら
の
違
反
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
懲
戒
上
又
は
刑
事
上
の
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
等
を
求
め
る
。

二
十
六
、
諸
条
約
及
び
こ
の
議
定
書
に
定
め
る
重
大
な
違
反
行
為
そ
の
他
の
諸
条
約
又
は
こ
の
議
定
書
に
対
す
る
著
し
い
違
反

で
あ
る
と
申
し
立
て
ら
れ
た
事
実
を
調
査
す
る
こ
と
等
を
行
う
権
限
を
有
す
る
十
五
人
の
委
員
で
構
成
す
る
国
際
事
実
調
査
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委
員
会
を
設
置
す
る
。

二
十
七
、
諸
条
約
又
は
こ
の
議
定
書
に
違
反
し
た
紛
争
当
事
者
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
賠
償
を
行
う
責
任
を
負
い
、
ま
た
、

紛
争
当
事
者
は
、
自
国
の
軍
隊
に
属
す
る
者
が
行
っ
た
す
べ
て
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。


